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総　　合

　

こ
の
た
び
の
震
災
に
つ
け
込
み
、
必
要

の
な
い
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
や
工
事
を
勧
め

ら
れ
、
過
剰
な
金
額
を
請
求
す
る
悪
徳
業

者
が
出
没
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

悪
徳
業
者
は
「
基
礎
に
ヒ
ビ
が
入
っ
て

い
る
、
こ
の
ま
ま
で
は
大
変
な
こ
と
に
な

る
」と
嘘
を
言
っ
た
り
、「
点
検
は
無
料
」

と
い
っ
て
親
切
を
装
っ
て
近
づ
い
て
き
ま

す
の
で
、
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
２
３
）６
２
３
６

※
受
付
時
間

　

平
日　

午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時

　

〜
４
時

○
人
権
相
談
・
総
合
行
政
相
談

・
黒
羽
地
区　

４
月
19
日（
火
）

・
問
い
合
わ
せ

  （
人
権
相
談
）

　

総
務
課
総
務
防
災
係

　
　
　
（
２
３
）１
１
１
１

  （
総
合
行
政
相
談
）

　

秘
書
課
広
報
広
聴
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
０

○
市
民
無
料
法
律
相
談

　

当
分
の
あ
い
だ

・
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課
文
書
法
規
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
２

○
平
成
23
年
度
市
民
学
校（
大
田
原
西
地

　
区
公
民
館
）〈
エ
コ
ク
ラ
フ
ト
手
芸
・
フ

　

ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
〉

・
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
西
地
区
公
民
館

　
　
　
（
２
３
）８
７
１
９

○
大
田
原
西
地
区
公
民
館
主
催
将
棋
教
室

・
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
西
地
区
公
民
館

　
　
　
（
２
３
）８
７
１
９

　　

今
後
も
市
の
催
し
の
日
程
や
施
設
の
利

用
日
な
ど
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ご
迷
惑
を
お
掛
け
い
た
し
ま
す
が
、
ご

理
解
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

地
震
な
ど
に
よ
り
、
家
屋
損
壊
、
滅
失
、

崖
崩
れ
な
ど
の
甚
大
な
被
害
を
う
け
た
納

税
者
の
方
に
対
し
て
、
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
を
減
免
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、
課
税
し
た
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
の
う
ち
、
ま
だ
納
期

限
の
到
来
し
て
い
な
い
納
期
分
に
つ
い
て

と
な
り
ま
す
。

　

減
免
を
受
け
る
に
は
、
納
税
者
ご
本
人

の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

●
申
請
で
き
る
方

　

納
税
義
務
者（
所
有
者
）

※
本
人
ま
た
は
同
居
の
親
族
以
外
の
場
合
、

　

委
任
状
が
必
要
で
す
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
市
税
減
免
申
請
書（
税
務
課
備
え
付
け
）

・
印
鑑

●
受
付
時
間

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

●
申
請
先

　

税
務
課
資
産
税
係（
湯
津
上
庁
舎
内
）

●
手
数
料　

無
料

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
資
産
税
係

　
　
　
（
９
８
）２
１
１
９

　

今
回
の
よ
う
な
自
然
災
害
に
よ
り
家
屋

が
破
損
し
た
場
合
、
そ
の
程
度
を
認
定
基

準
に
基
づ
き
判
定
し
、「
全
壊
」、「
大
規

模
半
壊
」、「
半
壊
」、「
一
部
損
壊
」の
い

ず
れ
か
の
認
定
結
果
を
市
が
証
明
す
る
も

の
で
す
。

　

被
害
の
程
度
に
応
じ
て
各
種
支
援
制
度

な
ど
を
ご
利
用
に
な
る
際
に
は
、
多
く
の

場
合
、
こ
の
証
明
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ

ま
す
。
こ
の
た
め
、
市
で
は
証
明
の
発
行

を
行
う
た
め
、
被
害
認
定
調
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

な
お
、
り
災
証
明
書
の
発
行
に
は
時
間

が
か
か
り
ま
の
で
、
申
請
を
受
け
て
、
そ

の
場
で
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

被
害
状
況
が
基
準
に
満
た
な
い
場
合
、
証

明
書
が
発
行
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

自
然
災
害
に
よ
り
家
財
等
に
被
害
が
あ

っ
た
こ
と
を
市
に
申
し
出
た
こ
と
を
証
明

す
る
も
の
で
す
。
家
財
道
具
や
電
化
製
品

な
ど
の
保
険
金
の
請
求
で
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
び
の
地
震
で
は
、
市
内
で
も
震

度
6
強
の
激
し
い
揺
れ
を
観
測
し
ま
し
た
。

こ
の
影
響
で
、
地
震
直
後
か
ら
市
内
全
域

で
長
時
間
に
わ
た
る
停
電
が
起
き
た
ほ
か
、

建
物
が
壊
れ
る
な
ど
の
被
害
が
発
生
し
ま

し
た
が
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
冷
静
な
対
応

に
よ
り
、
大
き
な
混
乱
が
起
き
な
か
っ
た

こ
と
に
、
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

引
き
続
き
、
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課
総
務
防
災
係

　
　
　
（
２
３
）１
１
１
１

悪
徳
商
法
に
注
意

中
止
と
な
る
事
業
・
講
座
な
ど

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
免

り
災
証
明
・
被
災
申
出
証
明

り
災
証
明

被
災
申
出
証
明

  名　称

り災証明
　
　
　
　
　
　
被災申出
証明

　  　申請に必要なもの

・り災証明願 （窓口備え付け）
・被害状況が分かる写真
　(屋根瓦のずれ、柱・床・天
　   井のゆがみ、外壁・内壁・
　   基礎のひび割れなど）
・身分証明書 （運転免許証等）
・印鑑
・印鑑

　申請できる方

・り災された本人
・同居の親族
・使用者
　
　
　
　
・被災された本人

申請先・問い合わせ

税務課税制係
（南別館２階）
　 　（23）8 7 8 5
　
　
　
　
総務課総務防災係
（東別館２階）
 　　（23）1 1 1 1

※ り災証明については、原則として復旧後の証明はできません。


